
��物�理に
�む落とし�

【前�】

 ��事業者が�えるべき

         �掃�の基�

��物の処理について「��事業者責任」という�葉がありますが、⾃�の��物がどのよう

に処理されているか、きちんと把�・�理できているでしょうか。

業者に任せきりで�は知らない…。ということはありませんか�
�回のセミナーでは、�年度に向けて⾏政�告や業者��など、事業者�が��すべきポイントにつ

いて、前���の2�構成でお�けします�

【内�】

 1．��事業者としての⼤前提と責任
 2．�切なマニフェストの�⽤��
 3．⾏政�告の��
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⾃�の��物どこまで
把�できていますか??

【��】

 失敗しない業者�びと

      チェックのポイント

【⽇時】

 3⽉23⽇(⽊) 16:00〜17:00
 4⽉5⽇(�) 10:00〜11:00

【⽇時】

 3⽉29⽇(�) 16:00〜17:00
 4⽉12⽇(�) 10:00〜11:00
【内�】

 1．��業者にまつわる��事例
 2．失敗しない業者�び
 3．業者��のポイントと��点

����料

オンライン開�

Webサイト

※ご��いただいた�には、当⽇�料と処理��チェックシートをプレゼントします。
※セミナー時の動�はYoutubeにてアーカイブ配�を予�しています（���開）。
 当⽇��できない�も、お申�いただければ��可�です。

 アーカイブ��をご希�の�は、申�フォーム内���にご��ください。

お申�みはこちら▼▼

��者

�典あり

https://reserva.be/greenprop

